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   市町村交通災害共済条例施行規則 

(平成１８年９月２９日

組 合 規 則 第  ３ ０  号) 
改正 平成 19 年 12 月 25 日組合規則第 14 号 平成 21 年  3 月 31 日組合規則第  2 号 

  平成 22 年 11 月 24 日組合規則第  8 号 平成 23 年 12 月 22 日組合規則第 10 号 

 平成 24 年 11 月 15 日組合規則第  8 号 平成 26 年 12 月  1 日組合規則第  7 号 

 平成 30 年  1 月  4 日組合規則第  1 号 平成 30 年 11 月 20 日組合規則第  4 号 

 令和 4 年 4 月 1 日組合規則第 3 号 令和 5 年 3 月 27 日組合規則第 4 号 

 令和 5 年 12 月 1 日組合規則第 7 号          

 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、市町村交通災害共済条例（平成１８年組合条例第２９号。以下「条

例」という。) の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （組合の支部） 

第１条の２ 条例第１条に規定する支部（以下「支部」という。）は、埼玉県市町村総合

事務組合事務局等組織規則（平成１８年組合規則第３号）第６条に定める事務を適正か

つ能率的に遂行するものとする。 

 （加入手続） 

第２条 交通災害共済に加入しようとする者は、市町村交通災害共済加入申込書（様式第

１号市町村窓口・振替窓口兼用。以下「加入申込書」という。）に、また、中学生以下

の団体加入の場合は、児童・生徒加入申込書（様式第２号 ) に必要な事項を記入し、支

部の長（以下「支部長」という。）に会費を添えて提出するものとする。  

２ 加入申込書は、ゆうちょ銀行・郵便局で加入申込みを行うことができる。ただし、ゆ

うちょ銀行・郵便局で加入申込みを行うことができるのは、共済する年度の１２月末日

までとする。 

３ 中学生以下の加入申込みを支部が全額公費負担で行う場合は、児童・生徒数報告書（様

式第１３号）及び児童・生徒加入申込共済掛金支払明細書（様式第１４号）並びに中途

加入については、児童・生徒加入申込（中途加入）共済掛金支払明細書（様式第１５号）

をもって会員となることができる。 

４ 支部長は、第１項又は第３項の規定により会費を収納又は負担したときは、市町村交

通災害共済会費納付書（埼玉県市町村総合事務組合財務規則（平成１８年組合規則第２

１号）様式第４号）により、速やかに埼玉県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）

の指定口座に送金しなければならない。 

５ 支部の出納員は、毎月の加入者数を翌月の１０日までに会員加入状況報告書（様式第

９号）により組合へ報告しなければならない。この場合において、報告した加入者数に

応ずる会費が組合の指定口座に収納されているようにしなければならない。  

 （会員証の交付） 

第３条 管理者は、前条第１項又は第２項の規定により加入申込みをした者に対し、市町

村交通災害共済会員証（以下「会員証」という。）を交付する。  

 （会費の還付） 

第４条 条例第６条第３項ただし書の規則で定める納入済の会費を還付する場合は、次の
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場合とする。 

 ⑴ 会員が共済期間の始まる前に死亡した場合 

 ⑵ 同一人が重複して会費を納入した場合 

 ⑶ 会員となることができない者が加入をした場合  

 ⑷ 会員が共済期間の始まる前に加入の取消しを申し出た場合  

 （共済期間） 

第５条 条例第７条第１項に規定する４月１日以後に加入申込みをした者についての加

入申込みをした日とは、会員証の会費領収日をもって申込みをした日とする。  

 （見舞金の請求） 

第６条 条例第８条第１項の規定による共済見舞金（以下「共済見舞金」という。）又は

条例第９条第１項の規定による身体障害見舞金（以下「身体障害見舞金」という。）の

請求は、第２条の規定により加入申込みをした支部の支部長に市町村交通災害共済見舞

金請求書兼決定書（様式第５号。以下「請求書」という。）を提出し行わなければなら

ない。 

２ 共済見舞金の請求をする者は、請求書に次に掲げる書類を添えて支部長に提出しなけ

ればならない。 

 ⑴ 会員証（提示） 

 ⑵ 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書  

 ⑶ 前号の交通事故証明書が得られる場合で事故当事者欄に同乗者として災害を受け

た会員の記載がないときは、同乗者証明書（様式第１２号）  

 ⑷ 診断書等 

  ア 傷害の場合 診断書（様式第１１号）又は治療実日数等が記載された医師の診断

書若しくは柔道整復師又は鍼灸師等の施術に関する証明書  

  イ 死亡の場合 死亡診断書又は死体検案書 

 ⑸ 第２号に規定する交通事故証明書が得られない場合は、交通事故自認書（様式第１

０号） 

 ⑹ 遺族が請求するときは、その遺族と会員との関係を証する戸籍の謄本若しくは抄本

又は戸籍に記載した事項に関する証明書 

 ⑺ 現住所が加入時の市町村と異なる場合は、住民票その他住所の履歴がわかる書類等  

 ⑻ 代理人が請求するときは、委任状 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか、支部長が必要と認める書類  

３ 条例第８条第４項の規定による共済見舞金の追加金の請求をする者は、請求書に前項

第４号に規定する書類その他支部長が必要と認める書類を添えて提出しなければなら

ない。 

４ 身体障害見舞金の請求をする者は、請求書に会員証（提示）、障害診断書（様式第１

１号－２）及び身体障害者手帳の写しその他支部長が必要と認める書類を添えて支部長

に提出しなければならない。 

 （見舞金の決定、給付及び算定） 

第７条 支部長は、共済見舞金又は身体障害見舞金（以下「見舞金」という。）の請求が

あったときは、前条に定める書類に基づいて内容を審査し速やかに見舞金の決定を行う
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ものとする。 

２ 支部長は、前項の決定を行い見舞金を給付しようとするときは、組合に毎月５日まで

に当該請求書及びその添付書類（以下「決定書等」という。）を送付し、毎月１０日ま

でに市町村交通災害共済見舞金等送金依頼報告書（様式第６号－２）により組合へ報告

しなければならない。 

３ 管理者は、前項の報告を受けたときは、決定書等と照合した上、支部の指定口座に見

舞金及び振込手数料を送金するものとする。 

４ 見舞金は、支部を経由して災害を受けた会員又は受取人が指定する本人名義の預金口

座へ口座振込の方法により給付するものとする。ただし、本人名義の預金口座がない場

合は、災害を受けた会員と同居する親族の預金口座へ口座振込の方法により給付するこ

とができるものとする。 

５ 前項の見舞金は、市町村交通災害共済見舞金支払受取書（様式第６号）により、毎月

２０日から末日までの間（以下「給付日」という。）に給付するものとする。  

６ 第４項の口座振込の方法により見舞金を給付することができない場合は、その他の方

法により見舞金の給付を行うものとする。 

７ 条例第８条第１項に規定する共済見舞金額表で、交通事故証明書が得られる場合は、

同表災害区分の死亡又は傷害１に定めるところにより算定を行い、交通事故証明書が得

られない場合は、同表災害区分の傷害２に定めるところにより算定する。  

８ 前項の交通事故証明書が得られる場合で、事故当事者欄に同乗者としての災害を受け

た会員の記載がないときは、同乗者証明書（様式第１２号）を提出することにより、傷

害１による算定とすることができる。 

９ 条例第８条第１項第２号に規定する入院、通院又は往診による治療実日数とは、入院

による治療日数、実際に通院した日又は往診を受けた日とする。この治療実日数におい

て重複している日については、１日と算定し、入院日と通院日又は往診日が重複してい

る日の場合は、入院日に算入する。 

１０ 交通事故による災害の治療中に、新たに交通事故による災害で負傷した場合の見舞

金の給付については、新たに交通事故による災害で負傷した日を境として、それぞれの

治療日数をもって給付認定をするものとする。  

 （給付の制限） 

第８条 支部長は、条例第１２条第２項の規定に該当し見舞金の額を制限する必要がある

ときは、管理者に報告し協議の上、その額を決定しなければならない。  

２ 支部長は、前項の規定により見舞金の額を制限したときは、その理由を決定書等に明

記しなければならない。 

 （請求人） 

第９条 共済見舞金の請求及び給付を受けることができる者は、災害を受けた会員又はそ

の遺族とする。ただし、支部長が特に必要と認めるときは、災害を受けた会員又はその

遺族の委任を受けた代理人とすることができる。  

２ 身体障害見舞金の請求及び給付を受けることができる者は、災害を受けた会員とする。

ただし、支部長が特に必要と認めるときは、災害を受けた会員の委任を受けた代理人と

することができる。 
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３ 前２項において災害を受けた会員が未成年者であるときの請求及び給付を受けるこ

とができる者は、当該会員の親権者又は未成年後見人とする。  

４ 見舞金の請求時において、災害を受けた会員が請求をする意思を表示できる状態でな

い場合は、条例第１１条第２項の規定を準用する。  

５ 条例第１１条第２項の規定において、同順位の者が２人以上あるときは、その１人の

した請求は、全員のためにしたものとみなし、その１人に対してした給付は、全員に対

してしたものとみなす。 

 （不服申立） 

第１０条 見舞金の給付等について不服の申立があるときは、管理者に対して審査を申し

立てることができる。 

 （委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。  

   附 則 

１ この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。  

２ この規則の施行日前に、埼玉県市町村交通災害共済条例施行規則（平成９年組合規則

第１号。以下「旧規則」という。）の規定による加入申込、見舞金請求手続その他の行

為は、この規則による加入申込、見舞金請求手続その他の行為とみなす。  

３ この規則の規定にかかわらず、様式については、旧規則の規定に基づく様式を、当分

の間、補正して使用することができる。 

   附 則（平成１９年組合規則第１４号） 

１ この規則は、平成２０年１月１日から施行する。  

２ 改正後の規則第２条及び第３条の規定は、平成２０年１月１日以後に行う平成２０年

度の加入申込みから適用し、平成１９年度の加入申込みについては、なお従前の例によ

る。 

   附 則（平成２１年組合規則第２号） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。  

   附 則（平成２２年組合規則第３号） 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、公布の

日から施行する。 

   附 則（平成２３年組合規則第１０号） 

１ この規則は、平成２４年１月１日から施行する。  

２ 改正後の規則第２条、様式第１号、様式第１号－２、様式第１号－３、様式第３号及

び様式第３号－２の規定は、平成２４年１月１日以降に行う平成２４年度の加入申込み

から適用し、平成２３年度の加入申込みについては、なお、従前の例による。  

   附 則（平成２４年組合規則第８号） 

１ この規則は、平成２５年１月１日から施行する。  

２ 改正後の様式第１号、様式第１号－２及び様式第１号－３の規定は、平成２５年１月

１日以降に行う平成２５年度の加入申込みから適用し、平成２４年度の加入申込みにつ

いては、なお、従前の例による。 

   附 則（平成２６年組合規則第７号） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の様式第１号、様式第１号－２及び様式第１号－３の規定は、平成２７年１月

１日以後に行う平成２７年度の加入申込みから適用し、平成２６年度の加入申込みにつ

いては、なお従前の例による。 

   附 則（平成３０年組合規則第４号） 

１ この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 

２ 改正後の様式第１号、様式第１号－２及び様式第１号－３の規定は、平成３１年１月

１日以後に行う平成３１年度の加入申込みから適用し、平成３０年度の加入申込みにつ

いては、なお従前の例による。 

   附 則（令和４年組合規則第３号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみ

なす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を

加え使用することができる。 

   附 則（令和５年組合規則第４号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和５年組合規則第７号） 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 
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リ
ガ

ナ
）

合
計

金
額

千
百

十

会
計

交
通

災
害

共
済

事
業

　
特

別
会

計

項
会

費
目

会
費

節

加
入

申
込

書
兼

会
員

台
帳

( 
納

  
入

  
済

  
通

  
知

  
書

 )

住 　 所

納 入 者

振
替

口
座

番
号

00
16
0-
7-
96
10
37

加
  
入

  
者

  
名

埼
玉

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

　
　

　
　

 　
年

度

年
度

公

〒
3
3
0
-
97

94
ゆ

う
ち

ょ
銀

行
東

京
貯

金
事

務
セ

ン
タ

ー
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様
式

第
１

号
－

３

市
番

地

町 村

 電
話

 （
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
 　

　
　

　
 　

　
－

会
員

世
帯

番
号

2 3 5

取
扱

日

※
領

収
日

付
印

の
な

い
も

の
は

無
効

で
す

。

※
本

票
は

会
員

証
と

な
り

ま
す

の
で

大
切

に
保

管
し

て
く
だ

さ
い

。

共
済

期
間

　
　
　
　
年
４
月
１
日
(４

月
１
日
以
降
の
加
入
の
場
合
は
領
収

日
の
翌
日
)
　
か
ら
　
　
　
　
年
３
月
３
１
日
ま
で

自 治 会

・
　

　
　

・
備

考

(納
入

者
保

管
）取

扱
者

主
管

名
　

　
埼

玉
県

市
町

村
総

合
事

務
組

合
　

　
0
4
8
 (

8
2
4)

 1
1
74

4

共
済

会
費

（
年

　
額

）
１

人
５

０
０

円
人

円円

　 上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

。

 納
期

限

　
 　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

領
収

日
付

印
加

　
　

入
　

　
者

　
　

氏
　

　
名

会
員

番
号

1

氏 　 名

世 帯 主

（
フ

リ
ガ

ナ
）

合
計

金
額

千
百

十

交
通

災
害

共
済

会
員

証

（
 領

　
収

　
証

　
書

 ）

住 　 所

納 入 者

振
替

口
座

番
号

00
16
0-
7-
96
10
37

加
  
入

  
者

  
名

埼
玉

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

埼
玉

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

管
理

者
　

印

年
度

公
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様
式

第
２

号

　
　

会
費

合
計

市
町

村
取

扱
者

市
町

村
交

通
災

害
共

済
児

童
生

徒
加

入
申

込
書

兼
会

員
台

帳

学
校

名
年

　
組

学
年

（
市

町
村

保
存

）

 
 
 
年

 
度

埼
玉

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

円

年
　

月
　

日
　

領
収

4
2

4
3

4
4

4
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

番
号

児
童

・
生

徒
氏

名
保

護
者

名
会

員
番

号
住

　
　

　
所

2
3

2 3 4 5 6 2
1

2
2

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
3

1
47 8 9 1
0

1
1

1
2

番
号

会
員

番
号

住
　

　
　

所
保

護
者

名
児

童
・

生
徒

氏
名

1
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様
式

第
２

号
-
２

　
　

会
費

合
計

　

年
　

月
　

日
　

領
収

埼
玉

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

2
1

2
2

1
8

4
5

円

2
0

　

1
9

　

1
7

4
4

1
6

4
3

1
5

4
2

1
4

4
1

1
3

4
0

1
2

3
9

1
1

3
8

1
0

3
7

9
3
6

8
3
5

7
3
4

6
3
3

5
3
2

4
3
1

3
3
0

2
2
9

1
2
8

番
号

児
童

・
生

徒
氏

名
保

護
者

名
住

　
　

　
所

会
員

番
号

2
7

 
 
 
年

 
度

2
6

2
5

学
校

名
学

年
年

　
組

（
市

町
村

保
存

）
2
4

住
　

　
　

所
会

員
番

号

2
3

市
町

村
交

通
災

害
共

済
児

童
生

徒
会

員
証

番
号

児
童

・
生

徒
氏

名
保

護
者

名

印
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様式第３号 削除 

様式第３号―２ 削除 

 

様式第５号 
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様式第６号（１枚目）

百 十 万 十

上記の金額を右記の受取人に支払ってください。

 振込日　　　 　　年　　 月 　　日

預 金 種 目

市町村長 口 座 番 号

フ リ ガ ナ

出 納 員

住 所

埼玉りそな銀行   支店　御中

受 取 人 氏 名 様　

市町村交通災害共済見舞金支払受取書

見舞金

千 百 円 支部名 支部No.

振 込 先
銀行・信金
信組・農協

支店

 市町村 普通　・　当座　・　貯蓄

電 話 番 号 —　　　　　　　—

受

付

印
　　　　　　　　　（市町村→支払店→市町村）

様式第６号（２枚目）

百 十 万 十

上記の金額を右記の受取人に支払ってください。

 振込日　　　 　　年　　 月 　　日

預 金 種 目

市町村長 口 座 番 号

フ リ ガ ナ

出 納 員

住 所

市町村交通災害共済見舞金支払依頼書

支部No.

振 込 先
銀行・信金
信組・農協

支店

 市町村 普通　・　当座　・　貯蓄

見舞金

千 百 円 支部名

受 取 人 氏 名 様　

電 話 番 号 —　　　　　　　—

埼玉りそな銀行 　　　　　　　　　　 支店　御中
受 付 印 鑑 照 合 検 印

日 付

振替相手科目 普通預金
埼玉県市町村総合事務組合

（市町村→支払店）
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様式第６号（３枚目）

百 十 万 十

 振込日　　　 　　年　　 月 　　日

預 金 種 目

市町村長 口 座 番 号

フ リ ガ ナ

出 納 員

住 所

埼玉りそな銀行   支店　御中

市町村交通災害共済見舞金支払通知書

見舞金

千 百 円 支部名 支部No.

電 話 番 号 —　　　　　　　—

支

払

済

印
　　　　　　　　　（市町村→支払店→県庁支店→組合）

振 込 先
銀行・信金
信組・農協

支店

 市町村 普通　・　当座　・　貯蓄

受 取 人 氏 名 様　
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自動計算

年 月 件 円

円

組 合

チ ェ ッ ク

組 合

チ ェ ッ ク

1 円 円 16 円 円

2 円 円 17 円 円

3 円 円 18 円 円

4 円 円 19 円 円

5 円 円 20 円 円

6 円 円 21 円 円

7 円 円 22 円 円

8 円 円 23 円 円

9 円 円 24 円 円

10 円 円 25 円 円

11 円 円 26 円 円

12 円 円 27 円 円

13 円 円 28 円 円

14 円 円 29 円 円

15 円 円 30 円 円

埼玉県市町村総合事務組合　様

注1

2

3  電子メールが使用できない場合は、郵送又はファックスで報告すること。

（振込日＋団体名＋送金依頼報告書）

○メール件名：△△市の場合

「○月○日△△市」

（振込日＋団体名）

「○月○日△△市送金依頼報告書」

○ファイル名：△△市の場合　　

送信者氏名

振込手数料

宛先アドレス 見舞金給付のある場合につき、当該月の10日までに報告すること。　

 電子メールで報告の際は、ファイル（送金依頼報告書）名、メールの件名を次のようにして報告すること。

支部№ 見舞金決定額 支部№ 見舞金決定額振込手数料

自動計算

見舞金合計金額

市町村名

　様式第６号－２

市町村交通災害共済見舞金等送金依頼報告書

日の見舞金件数

自動計算

振込手数料合計金額
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前月末までの

×500円

加 入 者 数

本 月 の

×500円

加 入 者 数

会 費

×500円

還 付 数

×500円

人 円

（　　　　　　　年度会員分）

円

人 円

　２　加入申込みがない月でも加入者数を０人として報告してください。

　３　控えを必ず保管してください。

会 員 加 入 状 況 報 告 書

様式第９号

　埼玉県市町村総合事務組合

年　　　　月分

注１　毎月の加入者数を、翌月１０日までに報告してください。

合　　計 人 円

人

市町村出納員
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様式第１１号

　  診　断　書（証明書）

住　所

氏　名

初診年月日

 入院治療　　　　　日間を要した。

 通院治療　　　　　日間（内治療実日数　　　　　日）を要した。

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

所 在 地

名　　称

電話番号

医師等名 印

　　埼玉県市町村総合事務組合　御中

（交通災害共済見舞金請求用）

傷  病  者

 　　　　　　　 　　年　 　月　 　日生 

受傷年月日 　　　　　　 年　　　 月　　 　日 　　　 　　　年　　 　月　　 　日

受傷の原因
（詳細に記入してください）

 傷病名及び受傷部位・態様

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 治療経過

治
療
期
間

　　　　　年　　月　　日

治ゆ・継続・中止・転医

　　　　　　 年 　　月　　 日から 　　　　　 年　　 月　　 日まで

　　　　　　 年 　　月　　 日から 　　　　　 年　　 月　　 日まで

通 院 内 訳（実治療日を〇で囲んでください）

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　　  　　　　 　年 　　　月　　 　日

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　 年 　月  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　上記のとおり診断（証明）します。
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様式第１１号－２ 

障 害 診 断 書 

（交通災害共済見舞金請求用） 

傷 病 者 

住 所  

氏 名    年  月  日生 

受傷年月日   年  月  日 受傷の原因  

傷
病
名
及
び
障
害
の
内
容 

 

交
通
事
故
と
の
関
連
等 

（障害と受傷原因となった交通事故との因果関係の有無・程度その他参考所見） 

症 状 固 定 又 は 

障 害 確 定 年 月 日 
         年    月    日 

障
害
の
程
度 

身体障害者福祉法施行規則別表第５号の 

身体障害者障害程度等級表に掲げる障害 

等級の 

（右のア、イのいずれかを○で囲んでください） 

  ア  １級に該当する 

 

  イ  ２級に該当する 

  上記のとおり診断いたします。 

        年   月   日   

                     所在地 

              医療機関の  名 称 

                     医師名               ㊞ 

備考 身体障害見舞金は、当該交通事故を直接の原因として身体障害者福祉法施行規則別

表第５号の身体障害者障害程度等級表に掲げる１級又は２級の障害を残すこととな

った場合に支給されます。（埼玉県市町村総合事務組合）  
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様式第１２号

　  （埼玉県市町村総合事務組合用）

発 生 日 時 　    　　年　　月　　日

①同乗者住所

氏名 生年月日 　　　 　年　　月　　日

②同乗者住所

氏名 生年月日 　　　 　年　　月　　日

③同乗者住所

氏名 生年月日  　　　　年　　月　　日

担当警察署名 　担当警察官氏名

　　上記の内容に相違ありません。

　　　　　年　　月　　日  　運転者氏名 　印

同　 乗 　者 　証 　明 　書
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様式第１3号

　

市町村教育委員会

教　育　長 ㊞

　　　　　年４月１０日現在

　合計 校 　 学級 　 人

　

　

　

　

　 　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

児 童 ・ 生 徒 数 報 告 書

　　　　　年　　　月　　　日

　

児　童　・　生　徒　数学　　級　　数学　　　　校　　　　名

　

 埼玉県市町村総合事務組合管理者　　様
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様式第１4号

市町村長 ㊞

　 　 　

次のとおり 支部の　　　　　　年４月１０日現在の全児童・生徒の

会費は全額公費負担するため会費を送金し加入申込いたします。

校 　 人 円合計 学級

児童・生徒加入申込共済掛金支払明細書

　　　　　年　　　月　　　日

 埼玉県市町村総合事務組合管理者　　様

学　　校　　名 学　級　数 児童・生徒数（人） 会　費　額（円）
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様式第１５号

㊞

㊞

合計人員 人 合計金額 円

学　年学　　校　　名 保護者氏名 住　　　　　　所

　　　　　年　　　月　　　日

児童・生徒加入申込（中途加入）共済掛金支払明細書

教 育 長

市町村長

市 町 村

 埼玉県市町村総合事務組合管理者　　様

児童・生徒氏名


